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決
算
認
定

■
平
成
18
年
度
一
般
会
計
並
び
に

特
別
会
計
の
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定

■
平
成
18
年
度
水
道
事
業
会
計
収

支
決
算
の
認
定

　
　

い
ず
れ
も
、
平
成
18
年
度
の

一
般
会
計
お
よ
び
各
特
別
会
計

の
決
算
を
認
定
す
る
も
の
。

　
　

合
併
後
、
由
布
市
と
し
て
初

め
て
の
通
年
決
算
と
な
っ
た
。

人　

事

■
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

　
　

任
期
満
了
に
伴
い
、
大
嶋
喜

久
枝
さ
ん
︵
湯
布
院
／
再
任
︶

を
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
推
薦

す
る
こ
と
に
つ
い
て
同
意
す
る

も
の
。

■
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委

員
の
選
任

　
　

任
期
満
了
に
伴
い
、
後
藤
伴

治
氏
︵
挾
間
／
新
任
︶
を
固
定

資
産
評
価
審
査
委
員
と
し
て
選

任
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
も
の
。

条　

例
（
専
決
処
分
）

■
由
布
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
　

地
方
公
務
員
法
の
育
児
休
業

等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
市
の
条
例
を
改
正
す

る
も
の
。
主
な
改
正
内
容
は
、

次
の
３
点
。

　

１�

小
学
校
就
学
前
に
達
す
る

子
供
を
養
育
す
る
常
勤
職
員
が

育
児
の
た
め
の
短
時
間
勤
務
制

度
を
新
た
に
設
け
る
。

　

２�

育
児
の
た
め
に
休
み
を
取

っ
た
職
員
を
補
う
た
め
に
短
時

間
勤
務
職
員
を
任
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

３�

部
分
休
業
の
対
象
年
齢
を

現
行
の
三
歳
未
満
か
ら
小
学
校

就
学
前
に
ま
で
引
き
上
げ
る
。

■
由
布
市
職
員
の
自
己
啓
発
等
休

業
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　
　

地
方
公
務
員
法
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
新
た
に
市
の
条
例
を

制
定
す
る
も
の
。
主
な
内
容
は
、

職
員
が
自
己
啓
発
と
し
て
大
学

等
課
程
の
履
修
や
国
際
貢
献
等

の
た
め
に
休
業
す
る
こ
と
を
承

認
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
。

休
業
中
の
給
与
は
無
給
。

■
災
害
被
害
者
に
対
す
る
市
税
の

減
免
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
　

８
月
２
日
の
台
風
５
号
の
災

害
被
災
者
に
対
し
て
、
固
定
資

産
税
を
減
免
す
る
に
あ
た
り
、

納
期
限
前
ま
で
に
前
納
し
て
い

る
人
に
対
し
て
も
減
免
で
き
る

よ
う
に
条
例
を
一
部
改
正
し
、

別
に
要
綱
を
定
め
る
も
の
。

　
　

本
来
、
税
は
応
能
主
義
が
原

則
で
あ
り
、
一
度
収
め
た
税
を

減
免
す
る
の
は
特
例
。
今
回
、

由
布
市
の
特
別
措
置
と
し
て
行

な
っ
た
も
の
。

条　

例

■
由
布
市
地
域
振
興
基
金
条
例
の

制
定

　
　

合
併
後
の
地
域
住
民
の
連
帯

の
強
化
や
地
域
振
興
を
図
る
た

め
の
財
源
と
し
て
﹁
地
域
振
興

基
金
﹂
を
創
設
す
る
も
の
。
基

金
の
積
立
に
は
合
併
特
例
債
を

充
て
る
。

　
　

今
年
度
は
３
億
円
を
積
み
立

て
る
補
正
予
算
案
と
共
に
提
案
。

■
由
布
市
財
政
状
況
の
作
成
及
び

公
表
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
　

条
例
に
定
め
ら
れ
て
い
る
財

政
状
況
の
公
表
時
期
を
、
市
報

の
原
稿
締
切
り
の
都
合
等
に
合

わ
せ
る
た
め
、
５
月
と
11
月
に

変
更
す
る
た
め
の
条
文
改
正
。

市
道
認
定

■
西
石
松
中
央
線
の
市
道
認
定

　
　

湯
布
院
西
石
松
中
央
線
︵
延

長
１
８
０
ｍ
︶
を
市
道
に
認
定

す
る
も
の
。
６
月
の
定
例
議
会

で
請
願
が
採
択
さ
れ
た
も
の
。

そ
の
他

■
和
解
に
つ
い
て

　
　

平
成
11
年
か
ら
13
年
の
湯
布

院
町
健
康
温
泉
館
事
業
特
別
会

計
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税

を
、
当
時
の
大
分
税
務
署
の
誤

っ
た
指
導
に
よ
り
旧
湯
布
院
町

が
過
大
納
付
し
て
い
た
件
に
つ

い
て
、
大
分
税
務
署
と
和
解
す

る
た
め
、
議
会
の
議
決
を
求
め

る
も
の
。

　
　

和
解
書
で
は
、
大
分
税
務
署

は
由
布
市
に
対
し
て
、
旧
湯
布

院
町
が
過
大
納
付
し
た
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
の
全
額
と

還
付
加
算
金
相
当
額
を
、
国
家

賠
償
法
に
基
づ
く
和
解
金
と
し

て
支
払
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

■
由
布
市
土
地
開
発
公
社
定
款
の

変
更

　
　

郵
政
民
営
化
法
の
施
行
に
伴

い
、
市
の
定
款
の
文
言
を
一
部

変
更
す
る
も
の
。

継
続
審
査
に
な
っ
て
い
た
議
案

■
由
布
市
立
図
書
館
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　

由
布
市
の
図
書
館
を
一
元
化

す
る
た
め
、
挾
間
図
書
館
を
﹁
由

布
市
立
図
書
館
﹂
と
し
、
庄
内
と

湯
布
院
の
公
民
館
図
書
室
を
、

そ
れ
ぞ
れ
﹁
庄
内
分
館
﹂﹁
湯
布

院
分
館
﹂
と
す
る
も
の
。

平
成
平
成
1919
年 

第
３
回
定
例
議
会

第
３
回
定
例
議
会 

が
開
か
れ
ま
し
た
。

が
開
か
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
月
1313
日
〜
日
〜
1010
月
３
日（

月
３
日（
2121
日
間
）

日
間
）

提
案
さ
れ
た
諮
問
1
件
、
承
認
案
件
4

件
、
議
案
12
件
、
継
続
審
議
案
1
件
、

議
員
発
議
2
件
、
認
定
2
件
を
原
案
の

通
り
承
認
・
可
決
し
ま
し
た
。

（
請
願
・
陳
情
に
つ
い
て
は
３
ペ
ー
ジ
参
照
）

臨時議会が開かれます。
H19年11月８日（予定）

請　
　
　
　
　

願



平
成
19
年 

第
３
回
定
例
議
会 

が
開
か
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９
月
13
日
〜
10
月
３
日（
21
日
間
）

補
正
予
算

■H19年度一般会計（補正第２号）
　台風５号および集中豪雨による災害復旧事業のための予算補正。

　専決処分したもの。 補正額　　　   9,664万2千円
累計額　142億4,542万3千円

■H19年度特別会計

（単位�千円）

主な歳入補正
災害復旧費県補助金 4,500
繰越金 91,642

主な歳出補正
林道災害復旧工事請負費 3,000
体育施設等災害復旧工事請負費 2,468
農業用施設災害復旧事業測量設計委託料 49,000
農業用施設災害復旧工事請負費 5,000
公共土木施設災害復旧工事請負費 25,695

■H19年度一般会計
　　（補正第３号）

補正額　　　 16億1,652万円
累計額　158億6,194万3千円

（単位�千円）

主な歳入補正
地方交付税 16,677
耕地災害復旧事業分担金 102,418
土木災害復旧費国庫補助金 53,000
農業施設災害復旧事業県補助金 458,175
合併対策事業費補助金 △�33,809
地域介護・福祉空間整備等交付金 42,000
乳幼児医療費助成県補助金 12,642

主な歳出補正
湯平泉源耕地復旧、市営駐車場等工事費 48,056
乳幼児医療費助成金 27,120
農と観の地産地消事業他�業務委託料 2,665
道路維持工事請負費 60,000
道路新設改良工事費（向原別府線他４路線） 63,062
非常備消防施設�機械器具購入費 6,399
災害被災者住宅再建支援事業補助金 17,300
国体実行委員会運営補助金 5,000
財政調整基金積立金 230,000
地域振興基金積立金 300,000

■国民健康保険
補正額 累計額
250,672 4,072,738

■介護保険
補正額 累計額

54,914 2,948,827
■健康温泉館事業
補正額 累計額

3,428 136,653
■簡易水道事業
補正額 累計額

346 241,463
■水道事業(資本的支出)
補正額 累計額

20,466 243,377

臨時議会が開かれます。臨時議会が開かれます。
H19年11月８日H19年11月８日（予定）（予定）

　来るH１９年１１月１５日をもって、議
会の各常任委員会の任期（２年）が切れ
るため、このたび委員の構成替えが行な
われます。
　１１月８日（木）に臨時議会が開催さ
れ、新しい委員会構成が決められる予定
です。
　現在、由布市議会には「総務委員会」
「文教厚生委員会」「建設水道委員会」
「観光経済委員会」の４つの常任委員会
が設置されています。

お知らせ

（単位�千円）

長野地区（長野用水路改修工事）についての請願
由布市庄内町長野

自治委員　古長準一　外４名
採　択

挾間町下市１１班水路改修に関する請願 由布市挾間町下市
自治委員　二宮明久　外１名

採　択

国道�210号線、城陽ガソリンスタンドの交差点から医大
バイパス、ジョイフル交差点迄の改良工事に関する請願

由布市挾間町時松
挾間地区振興促進事業協議会

会長　梶原義隆　外１５名
採　択

【※１ 不採択の理由】
　政府税制調査会に於いて税体系の整備について、引続き論議が行われており、税制及び消費
税については国の根幹に係る事項であり、まだ動向がはっきりと定まっていないため。
【※２ 意見書の提出】
　請願の採択により、由布市議会の発議で同主旨の意見書を関係各機関に提出する事を可決した。

■９月定例議会で採決された請願・議員発議の結果

区分　　　　　　　　件　　　　名　　　　　　　　　　　　�代　表　提　出　者　　　　結�果

請　
　
　
　
　

願

請　
　
　
　
　

願

消費税の税率を引き上げないよう国に求める請願
大分市豊町

消費税をなくす大分の会
会長　井上直

不採択
※１

市道向ノ原別府線側溝（水路）の蓋かけに関する請願
由布市挾間町時松

挾間地区振興促進事業協議会
会長　梶原義隆　外１５名

採　択

地域医療を守るため医師養成数の増加を求める請願書 大分市下郡　大分県保険医協会
会長　小手川正司

採　択
※２

国民健康保険に対する国庫負担を以前の水準に戻していただ
きたい旨の請願書

大分市下郡　大分県保険医協会
会長　小手川正司

採　択
※２



平
成
18
年
度
決
算
に
関
す
る

監
査
意
見
書
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

決
算
審
査
意
見
書
と

　
　
　
　
　
　
　
　

決
算
カ
ー
ド
に
記
載
さ

れ
て
い
る
経
常
収
支
比
率
、
公
債
費
比
率
、

起
債
制
限
比
率
、
公
債
費
負
担
比
率
な
ど
の

指
数
、
そ
れ
に
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
や
コ
ス
ト

計
算
表
に
つ
い
て
も
、
そ
の
分
析
方
法
を
明

ら
か
に
せ
よ
。

　
　

︵
財
政
課
長
︶
こ
れ
ら
の
指
数
は
決
算

　
　
　

統
計
の
と
き
に
出
し
、
資
料
を
提
出

す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
長
は
監
査
意
見
書

　
　
　
　
　
　
　
　

を
ど
の
よ
う
に
認
識
し

て
い
る
の
か
。
ま
た
、
意
見
書
の
活
用
方
法

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
意
見
書

を
市
報
に
掲
載
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　
　

︵
市
長
︶
指
摘
さ
れ
て
い
る
意
見
に
つ

　
　
　

い
て
は
担
当
の
部
課
長
と
十
分
に
協

議
し
て
、
改
善
に
全
力
を
注
い
で
い
き
た
い
。

一
般
会
計
︵
歳
入
︶
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
般
寄
付
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　

も
充
当
し
た
事
業
を
寄

付
者
に
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

︵
総
務
課
長
︶
寄
付
の
申
し
出
の
際
に

　
　
　

指
定
寄
付
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。

一
般
寄
付
の
場
合
は
一
般
財
源
と
し
て
扱
い

ま
す
の
で
充
当
先
を
寄
付
者
に
説
明
す
る
の

は
困
難
だ
。
指
定
寄
付
に
つ
い
て
は
本
人
の

了
解
を
い
た
だ
い
て
市
報
に
掲
載
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
要
施
策
の
成
果
説

　
　
　
　
　
　
　
　

明
書
の
保
育
料
滞
納
分

が
空
白
に
な
っ
て
い
る
。
実
態
を
ど
の
よ
う

に
把
握
し
て
対
処
し
て
い
る
の
か
。
保
育
料

の
徴
収
を
民
間
に
委
託
す
る
計
画
か
。

　
　

︵
福
祉
対
策
課
長
︶
滞
納
繰
越
分
に
つ

　
　
　

い
て
は
合
併
前
に
公
立
・
私
立
の
区

別
を
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
現
年
度
分
の
み

振
り
分
け
た
。
滞
納
に
つ
い
て
は
、
督
促
状

の
送
付
、
職
員
に
よ
る
戸
別
訪
問
徴
収
、
支

所
ご
と
の
面
談
徴
収
を
行
っ
て
い
る
。
収
納

の
民
間
委
託
に
つ
い
て
は
大
分
市
が
し
て
い

る
の
で
、
今
後
検
討
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

収
入
を
過
分
に
見
込

　
　
　
　
　
　
　
　

ん
で
予
算
を
組
ん
で
い

る
こ
と
に
つ
い
て
担
当
課
長
は
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
。

　
　

︵
財
政
課
長
︶
見
込
み
で
出
し
て
い
る

　
　
　

が
、
決
定
通
知
が
３
月
20
日
以
降
な

の
で
年
度
末
の
議
会
に
補
正
で
き
な
い
。

︵
歳
出
︶
総
務
費
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
で
購
入
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　

パ
ソ
コ
ン
は
何
台
か
。

備
品
購
入
費
で
機
械
器
具
費
と
し
て
上
が
っ

て
い
る
が
パ
ソ
コ
ン
購
入
と
書
い
て
い
る
の

と
統
一
で
き
な
い
か
。

　
　

︵
総
合
政
策
課
長
︶
全
職
員
に
配
置
し

　
　
　

て
い
る
。
耐
用
年
数
が
４
〜
５
年
と

な
っ
て
お
り
18
年
度
は
23
台
購
入
し
た
。
備

考
欄
は
次
回
か
ら
パ
ソ
コ
ン
代
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
権
同
和
対
策
費
に

　
　
　
　
　
　
　
　

部
落
解
放
同
盟
の
新
聞

雑
誌
が
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。

　
　

︵
人
権
同
和
対
策
室
長
︶
公
費
で
な
く

　
　
　

部
課
長
が
87
部
購
読
し
費
用
を
負
担

し
て
い
る
。

︵
歳
出
︶
農
林
水
産
業
費
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
業
後
継
者
就
農
激

　
　
　
　
　
　
　
　

励
金
と
は
。

　
　

︵
農
政
課
長
︶
合
併
前
の
庄
内
町
で
新

　
　
　

規
就
農
者
に
交
付
を
し
て
い
た
。
経

過
措
置
で
平
成
９
年
に
就
農
し
た
２
人
へ
の

最
後
の
交
付
金
だ
。
由
布
市
で
は
そ
の
事
業

を
し
て
い
な
い
。

健
康
温
泉
館
事
業
特
別
会
計
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
要
施
策
の
成
果
説

　
　
　
　
　
　
　
　

明
書
に
祖
母
山
系
で
採

掘
さ
れ
た
特
殊
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
天
然

鉱
石
を
18
年
７
月
か
ら
投
入
と
あ
る
が
温
泉

に
鉱
石
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ど
ん
な
効

果
が
あ
っ
た
の
か
。
既
設
の
施
設
を
視
察
し

た
の
か
。

　
　

︵
健
康
温
泉
館
長
︶
プ
ー
ル
部
分
に
天

　
　
　

然
の
Ｓ
Ｇ
Ｅ
鉱
石
を
い
れ
た
結
果
、

灯
油
の
使
用
料
、
水
道
代
、
電
気
代
が
減
少

し
て
い
る
。
旅
費
は
使
っ
て
い
な
い
が
職
員

と
水
中
リ
ー
ダ
ー
が
施
設
の
見
学
に
行
っ
て

い
る
。

水
道
事
業
会
計
収
支
決
算
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
17
年
の
合
併
時

　
　
　
　
　
　
　
　

点
か
ら
給
水
原
価
が
供

給
単
価
を
上
回
っ
て
い
た
と
あ
る
が
合
併
時

の
料
金
設
定
に
問
題
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
近
い
将
来
料
金
を
値
上
げ
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
書
い
て
い
る
が
軽
々
に
そ
の
様
な
こ

と
を
書
く
の
は
問
題
で
は
な
い
か
。

　
　

︵
代
表
監
査
委
員
︶
合
併
協
議
に
つ
い

　
　
　

て
は
分
か
ら
な
い
。
挾
間
の
水
道
の

供
給
原
価
が
高
い
事
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
水
道
事
業
会
計

　
　
　
　
　
　
　
　

に
限
ら
ず
、
一
般
会
計

と
特
別
会
計
、
こ
の
決
算
監
査
意
見
書
を
有

効
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
市
長
は

ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　
　

︵
市
長
︶
今
そ
れ
ぞ
れ
の
部
課
長
に
配

　
　
　

布
し
て
、
担
当
課
で
ど
う
あ
る
べ
き

か
検
討
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
。

西
郡
均
議
員

田
中
真
理
子
議
員

西
郡
均
議
員

田
中
真
理
子
議
員



由
布
市
地
域
振
興
基
金
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

基
金
の
管
理
で
金
融

　
　
　
　
　
　
　
　

機
関
へ
の
預
金
と
そ
の

他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
と
あ
る
が
ど

ん
な
方
法
か
。
市
長
と
協
議
し
て
有
価
証
券

に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
基
準
は
。

　
　

︵
会
計
管
理
者
︶
確
実
か
つ
有
利
な
方

　
　
　

法
と
は
国
債
、
投
資
信
託
の
受
益
証

券
が
考
え
ら
れ
る
。
有
価
証
券
に
変
え
る
と

き
の
起
案
は
会
計
管
理
者
が
し
、
最
終
判
断

は
市
長
が
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
併
特
例
債
の
使
用

　
　
　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て
ど
う
考
え
て

い
る
か
。
ま
た
、
こ
の
基
金
の
運
用
に
つ
い

て
地
域
審
議
会
は
関
係
あ
る
の
か
。

　
　

︵
財
政
課
長
︶
由
布
市
の
一
体
感
を
醸

　
　
　

成
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
新
し
い

文
化
の
創
造
、
そ
の
他
地
域
の
伝
統
文
化
の

伝
承
に
関
す
る
事
業
等
に
活
用
す
る
。
特
例

債
は
３
億
円
で
10
億
円
の
基
金
が
で
き
る
。

︵
副
市
長
︶
通
常
の
合
併
特
例
債
で
約

１
５
０
億
円
の
事
業
が
で
き
る
。
そ
れ
と
は

別
枠
で
19
億
円
の
地
域
振
興
基
金
が
つ
く
れ

る
。
現
在
運
用
利
率
が
０
・
３
％
ぐ
ら
い
な

の
で
運
用
益
と
し
て
は
僅
か
だ
が
、
由
布
市

の
貯
金
と
し
て
残
る
。
こ
の
基
金
は
大
分
県

の
要
望
で
元
金
償
還
し
た
部
分
に
つ
い
て
は

取
り
崩
し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
も

合
併
後
の
地
域
対
策
ソ
フ
ト
事
業
に
あ
て
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
、
地
域
審
議
会
に
提
案

し
、
審
議
し
て
い
た
だ
く
。

災
害
被
災
者
に
対
す
る
市
税
の
減
免
に

対
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
独
自
条
例
と
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　

だ
が
要
綱
の
説
明
を
。

　
　

︵
税
務
課
長
︶
固
定
資
産
税
の
減
免
申

　
　
　

請
の
期
限
を
災
害
発
生
か
ら
２
ヶ
月

以
内
に
し
、
納
期
前
納
付
の
方
に
も
還
付
で

き
る
よ
う
救
済
規
定
を
設
け
た
。
全
国
で
２

例
目
の
由
布
市
独
自
の
特
例
措
置
。

平
成
19
年
度
由
布
市
一
般
会
計
補
正

予
算
︵
第
３
号
︶
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

農
業
施
設
災
害
復
旧

　
　
　
　
　
　
　
　

費
の
工
事
請
負
費
で
工

事
の
被
害
額
が
40
万
円
以
上
に
な
っ
て
い
る

が
、
そ
れ
以
下
の
被
害
に
救
済
策
は
な
い
の

か
。
林
道
に
な
っ
て
い
な
い
作
業
道
等
の
復

旧
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
　

︵
農
政
課
長
︶
災
害
査
定
に
か
か
ら
な

　
　
　

い
40
万
円
以
下
に
つ
い
て
は
、
予
算

計
上
し
て
い
る
原
材
料
支
給
と
重
機
の
借
り

上
げ
等
で
柔
軟
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

予
算
は
行
政
の
設
計

　
　
　
　
　
　
　
　

書
、
通
年
予
算
で
当
初

に
可
能
な
限
り
計
上
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

道
路
の
維
持
修
繕
の
要
望
は
旧
町
か
ら
の
分

を
含
め
て
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
。

　
　

︵
市
長
︶
当
初
予
算
の
編
成
時
に
は
財

　
　
　

源
が
不
足
し
て
通
年
予
算
が
組
め
な

い
。
余
剰
が
認
め
ら
れ
た
時
点
で
補
正
を
組

ん
で
い
る
の
が
現
状
だ
。

︵
産
業
建
設
部
長
︶
旧
町
時
か
ら
の
持
ち
込

み
は
挾
間
町
で
維
持
補
修
要
望
５
件
、
舗
装

８
件
。
庄
内
町
で
維
持
補
修
要
望
47
件
、
舗

装
11
件
、
湯
布
院
町
は
な
い
。
由
布
市
に
な

っ
て
、
挾
間
地
域
の
維
持
補
修
49
件
そ
の
う

ち
18
件
が
完
了
。
舗
装
は
３
件
で
そ
の
う
ち

完
了
が
１
件
。
庄
内
地
域
の
維
持
補
修
は
87

件
う
ち
完
了
27
件
、
舗
装
４
件
完
了
は
な
い
。

湯
布
院
地
域
の
維
持
補
修
53
件
う
ち
完
了
20

件
、
舗
装
は
１
件
で
完
了
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
併
補
助
金
が
減
額

　
　
　
　
　
　
　
　

さ
れ
て
い
る
。
事
前
に

対
象
確
認
が
で
き
な
い
の
か
。

　
　

︵
財
政
課
長
︶
当
初
国
の
補
助
金
と
し

　
　
　

て
見
込
め
る
と
の
判
断
で
組
ん
だ
が

申
請
し
て
み
て
該
当
し
な
い
事
が
分
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
の
し
し
被
害
防
止

　
　
　
　
　
　
　
　

対
策
事
業
の
補
助
金
は

昨
年
断
わ
っ
た
人
を
優
先
す
べ
き
で
は
。

　
　

︵
農
政
課
長
︶
今
回
は
被
害
対
策
の
補

　
　
　

助
金
申
請
の
あ
っ
た
分
は
要
望
に
こ

た
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
昨
年
実
施
し
た
分

に
つ
い
て
は
補
助
対
象
に
厳
し
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

災
害
復
旧
費
の
各
町

　
　
　
　
　
　
　
　

ご
と
の
件
数
は
。

　
　

︵
農
政
課
長
︶
災
害
件
数
は
４
８
０
件

　
　
　

程
度
あ
っ
た
が
、
本
人
か
ら
申
請
が

上
が
っ
て
き
た
農
業
施
設
災
害
復
旧
工
事
は

挾
間
地
域
が
70
件
、
庄
内
地
域
が
２
２
０
件
、

湯
布
院
地
域
が
60
件
。

︵
建
設
課
長
︶
土
木
災
害
復
旧
工
事
は
湯
布

院
地
域
の
道
路
２
箇
所
、
庄
内
地
域
の
道
路

18
箇
所
、
河
川
５
箇
所
、
そ
れ
に
挾
間
地
域

の
道
路
５
箇
所
の
合
計
30
箇
所
。

平
成
19
年
度
湯
布
院
健
康
温
泉
館
事

業
会
計
補
正
予
算
︵
第
１
号
︶

　
　
　
　
　
　
　
　

税
務
署
の
ミ
ス
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　

平
成
13
年
度
分
の
消
費

税
還
付
金
が
３
５
８
万
５
千
円
計
上
さ
れ
て

い
る
が
、
平
成
11
、
12
年
は
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
。
ま
た
、
当
時
処
罰
し
た
首
長
や
担

当
職
員
の
名
誉
を
回
復
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

︵
総
務
課
長
︶
11
年
と
12
年
分
に
つ
い

　
　
　

て
は
国
税
通
則
法
に
よ
る
還
付
は
で

き
な
く
、
国
家
賠
償
法
に
基
づ
く
和
解
に
な

る
の
で
地
方
自
治
法
の
定
め
に
よ
っ
て
議
会

の
議
決
を
必
要
と
す
る
。
今
議
会
の
最
終
日

に
追
加
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

当
時
の
町
長
・
助
役
が
管
理
監
督
者
と
し

て
自
ら
を
減
給
処
分
に
し
、
担
当
職
員
を
厳

重
注
意
処
分
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事

者
に
は
名
誉
回
復
の
意
を
こ
め
て
経
過
報
告

を
し
た
。

佐
藤
郁
夫

　
　
　

議
員



総務委員会審議風景

文教厚生委員会審議風景

常任委員会審議レポート
各議案は、担当する常任委員会に付託され、委員会ごとに慎重に審議されます。
審議の経緯と経過は本会議で報告され、質疑・討論を経て採決されます。

平
成
18
年
度
決
算
認

定
に
つ
い
て

平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
３
号
︶

由
布
市
地
域
振
興
基
金
条
例
の
制

定
に
つ
い
て

︵
専
決
処
分
︶
災
害
被
害
者
に
対

す
る
市
税
の
減
免
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　　

平
成
18
年
度
決
算
認
定
に
つ
い
て

平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
３
号
︶

︵
専
決
処
分
︶
平
成

19
年
度
由
布
市
一
般

会
計
補
正
予
算

︵
第
２
号
︶

平
成
19
年
度
湯
布
院
健
康
温
泉
館

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

︵
第
３
号
︶

平
成
19
年
度
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
︵
第
1
号
︶

平
成
19
年
度
介
護
保
険
特
別
会
計

補
正
予
算
︵
第
1
号
︶

総　務
委 員 会

文教厚生
委 員 会



観光経済委員会審議風景請願現地視察風景
（庄内町・長野）

常任委員会審議レポート
各議案は、担当する常任委員会に付託され、委員会ごとに慎重に審議されます。
審議の経緯と経過は本会議で報告され、質疑・討論を経て採決されます。

平
成
18
年
度
決
算
認
定
に
つ
い
て

一
般
会
計

　

歳
入
の
主
な
も
の
と
し
て
、
土
木
費
分

担
金
予
算
額
が
２
０
０
万
円
に
対
し
、
収

入
済
額
が
６
９
７
万
１
千
円
の
３
倍
増
。

歳
出
の
主
な
も
の
と
し
て
、
土
木
費
負
担

金
補
助
及
び
交
付
金
１
、

３
５
９
万
円
、

道
路
維
持
費
の
１
、

２
４
４
万
４
千
円
、

工
事
請
負
費
の
８
、

９
１
８
万
円
等
が
あ

る
。
審
議
の
結
果
認
定
す
べ
き
と
決
定
。

簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計

　

歳
入
総
額
２
億
５
、

４
５
４
万
３
６
３

円
、
歳
出
総
額
２
億
４
、

５
５
２
万
３
、

４
５
１
円
、
実
質
収
支
額
９
０
１
万
６
、

９
１
２
円
。

公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

　

歳
入
総
額
１
、

６
７
５
万
２
千
円
、
歳

出
総
額
１
、

５
９
２
万
３
千
円
、
実
質
収

支
額
82
万
９
千
円
。

　

以
上
２
件
と
他
１
件
の
３
件
を
認
定
す

べ
き
と
決
定
。

平
成
18
年
度
水
道
事
業
会
計
収
支

決
算
認
定
に
つ
い
て

　

水
道
事
業
費
５
億
１
、

８
７
６
万
５
千

円
、
収
入
で
は
県
市
よ
り
２
、

７
３
３
万

７
千
円
、
支
出
で
は
１
億
９
、

０
８
１
万

４
千
円
、
差
し
引
き
の
不
足
額
は
減
債
積

　
　
　
　
　
　

立
金
、
建
設
改
良
積
立
金

　
　
　
　
　
　

等
で
補
填
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

水
道
料
金
の
未
納
者
が

　
　
　
　
　
　

増
加
傾
向
に
あ
り
担
当
課

　
　
　
　
　
　

上
げ
て
の
徴
収
を
積
極
的

　
　
　
　
　
　

に
行
う
よ
う
、
意
見
を
付

　
　
　
　
　
　

し
て
承
認
す
べ
き
と
決
定
。

︵
専
決
処
分
︶
平
成
19
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
︵
第
２
号
︶

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
公
共
土
木
施

設
災
害
復
旧
費
３
、

０
６
６
万
６
千
円
で

先
の
台
風
５
号
に
よ
る
災
害
復
旧
費
。

承
認
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
３
号
︶

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
道
路
橋
梁
費
、

維
持
費
、
修
繕
費
、
災
害
復
旧
費
な
ど
、

台
風
５
号
に
よ
る
も
の
。
災
害
査
定
終

了
後
は
す
み
や
か
に
工
事
発
注
を
行
い

早
期
の
復
旧
を
目
指
す
よ
う
、
意
見
を

付
し
て
可
決
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
19
年
度
簡
易
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算

平
成
19
年
度

水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

　

以
上
2
件
に
つ
い
て
も
、
可
決
す
べ

き
と
決
定
。

建設水道
委 員 会

建設水道委員会請願現地視察風景
（挾間町・北方交差点）�

平
成
18
年
度
決
算
認
定
に
つ
い
て

　

委
員
か
ら
特
に
指
摘
さ
れ
た
点
は
、
農

地
費
の
工
事
請
負
費
の
用
途
区
域
内
の
農

業
用
排
水
路
整
備
事
業
と
生
活
環
境
整
備

費
と
の
関
係
整
理
が
必
要
。

　

林
業
費
の
委
託
料
に
つ
い
て
は
、
委
託

の
趣
旨
と
実
績
内
容
が
合
致
し
て
い
る
か

契
約
事
務
規
則
に
よ
る
検
査
員
の
チ
ェ
ッ

ク
を
求
め
る
こ
と
。
他
の
事
業
の
分
担
金
、

補
助
金
、
交
付
金
も
同
じ
。
意
見
を
付

し
て
認
定
す
べ
き
と
決
定
。

︵
専
決
処
分
︶
平
成
19
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
２
号
︶

　

こ
の
専
決
処
分
は
、
台
風
５
号
と
集

中
豪
雨
で
の
被
害
箇
所
の
設
計
測
量
と

応
急
工
事
が
主
な
も
の
で
、
見
込
ま
れ

る
前
年
度
繰
越
金
、
災
害
復
旧
県
補
助

金
と
地
元
負
担
金
を
歳
入
に
充
て
て
い

る
。
原
案
を
承
認
す
べ
き
と
決
定
。

平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
３
号
︶

　

今
回
の
補
正
額
16
億
１
、

６
５
２
万

円
の
う
ち
、
６
億
75
万
円
が
農
林
商
工

関
係
と
農
林
災
害
に
よ
る
も
の
。

　

特
に
台
風
５
号
の
市
内
３
０
０
件
の

農
地
災
害
、
22
件
の
林
業
災
害
に
５
億

７
、

６
８
８
万
１
千
円
を
要
し
て
い
る
。

地
元
負
担
金
を
通
常
の
割
合
で
見
て
い

る
が
、
激
甚
災
害
指
定
に
な
っ
た
こ
と

に
よ
り
補
助
率
が
確
定
さ
れ
次
第
、
改

め
て
補
正
さ
れ
る
。

　

指
摘
さ
れ
た
点
は
、
年
度
途
中
に
お

け
る
政
策
的
な
新
規
事
業
の
予
算
計
上

に
つ
い
て
総
合
計
画
の

３
年
サ
イ
ク
ル
の
実
施

計
画
と
の
整
合
性
の
上

か
ら
も
十
分
な
説
明
を

求
め
る
。
以
上
の
意
見

を
付
し
て
可
決
す
べ
き

と
決
定
。

観光経済
委 員 会



各常任委員会の
視察研修報告

総務常任委員会
【行政運営、議会改革の先進事例】

＜北海道恵庭市／栗山町議会＞
（日程）平成１９年７月３０日〜８月２日
（目的）北海道恵庭市長中島興世氏の行政運営、
　　　　栗山町の議会活性化の取り組みの実態。

（１）北海道恵庭市
　人口６８,１００人、所帯数は２８,８００。面積
２９４．８７㎢で由布市とほぼ同規模。札幌市と新
千歳空港のほぼ中間に位置し恵まれた交通アクセス
と穏やかな気候風土を持つ町で早くから公共下水道
などの都市基盤整備を行う中、住宅整備を進めると
ともに大学、専門学校の誘致や工業団地の整備によ
る企業誘致など着実に人口が増加している。
　第四期恵庭市総合計画で「水、緑、花、人が触れ
合う生活都市」を掲げ、次世代を担う子どもを安心
して生み、健やかに育てる地域づくりを市の最重点
地域課題として子どもの未来を考えた地域づくりを
進めている。中島興世市長は、恵庭市職員を経て市
議会議員を務め、絵本仕立てのマニフェストを掲げ
て市長に当選。
「問題のあるところには必ずチャンスがある。政策
と志で地域の未来を開く」を座右の銘として、特に
政策課題の検討に入る前にまず市民の意見を聞き、
それから検討に入るという、市民の共通意識の中で
政策を作るというスタンスで行政運営を行っている。

　中島市長にお会いし、「子どもへの投資は地域社
会の未来を拓く」の理念のもと全国に先駆けてブッ
クスタート事業に取り組んだ状況、および子育て支
援施策への取り組み状況を聞いた。

（２）北海道栗山町議会
　人口は１４,３００人、世帯数５,６００、面積
２０３.８４㎢の小さな町。栗山町は議会改革、議
会の活性化を目指し、住民が参画できる開かれた議
会づくりとして、議会基本条例の制定、議会報告会、
政務調査費の導入、一問一答方式の導入など「全国
で一番議会改革の進んでいる町」と言われている。
　全国から議会視察の申し込みが殺到している中、
合同視察研修会で橋場利勝町議会議長をはじめ、議
会事務局長、各議員の方々より先進的な議会改革に
取り組んで来た経緯や想いをうかがった。「４年に
一度の選挙だけが議会と住民の接点であってはいけ
ない。地方分権時代を迎え、議会がいかに住民に理
解支持される
活動を展開し
たら良いか、
またいかに信
頼を勝ち得る
かを考えなけ
れ ば な ら な
い」の言葉が
大変印象的で
あった。

文教厚生常任委員会
【ゴミ分別収集の取組み】
【財政再建団体の現状調査】
＜北海道石狩市／夕張市／倶知安町＞

（日程）平成１９年７月１０日〜７月１２日

（目的）環境問題、ごみ分別収集への取り組み、

　　　　先進事例及び財政再建団体調査研修。

（１）北海道石狩市

　同市は平成１７年に隣接の厚田村、浜益村と合併。

人口は約６１,９００人。世帯数２５,０００。道都

札幌に隣接し都市化が進む地域で、財政規模は１９

年度一般会計２７７億６０６０万円。

� ごみ収集は、地球温暖化対策と一体的に位置づけ

て取り組み、平成１７年２月に石狩市地球温暖化対

策推進計画を策定。行政と市民、事業者との共通認

識醸成を図っている。石狩市は平成１３年度をごみ

減量元年と位置付け、平成１５年に石狩ごみ減量化

計画を策定した。ごみの発生を抑制し、再利用、再

資源化を目指している。その流れの中でステーショ

ン収集から戸別収集へシステムを変更し、効果的シ

ステムを築こうとしている。

（２）倶知安町
　羊蹄山の山麓に位置し、道内でも屈指の豪雪地帯
で人口は１５,５００人。世帯数７,３００。冬季のス
キーを主にしたリゾート地で温泉も湧出し、第３次
産業就業者が７４％を占めている。当町は合併して
おらず、財政規模は１９年度一般会計６２億
４３００万円。平成１８年環境基本計画において「協
働、循環、共生」の基本理念のもと、循環機能による地
球環境への負荷の低減を大目標に据え、自然、暮らし、
エネルギーの循環の小目標の中で、自然の循環機能
の保全、生産者、消費者、廃棄物処理の役割、再生可能
エネルギーの導入、省エネルギー推進という施策に
のっとったごみ問題への対応を図っている。

　石狩市、倶知安町については、前回２月に行った
水俣市及び姶良町の調査研修に重ねての事例集積に
なり、より客観性を持った環境問題への取り組み姿
勢とごみ収集システムの構築を自治体がいかになす
べきか、その効果的なあり方を探る研修となった。

※
夕
張
市
の
財
政
再
建
団
体
調

査
に
つ
い
て
は
、
前
号
︵
第
７

号
︶
に
掲
載
し
ま
し
た
。



各常任委員会の
視察研修報告

水道建設常任委員会
【水源保護条例、浄水場の汚泥処理事業】

＜岩手県盛岡市／北上市＞

（日程）平成１９年７月２３日〜２５日

（目的）①水道水源保護条例について

　　　　②水道事業の状況及び浄水場でのろ過方法

　　　　　並びに汚泥処理の状況について

（１）岩手県盛岡市　水道水源保護条例

　自然豊かな環境から供給される清らかな水を将来

にわたり維持していくことを基本理念に、市民の生

活と健康を守ることを目的に制定された条例。

　取水口の上流に保護区域を設定し、事業者と市が

水道水源保護協定を結び、将来に引き継いでいこう

とするもの。水源保護には立地規制型と排水規制型

とある。保護区域で特定事業を行う事業者は、事業

施設からの排出水の処理に細心の注意を払うよう協

力依頼をしているとの話であった。

　盛岡市には水源が４河川あり、浄水場でのろ過方

法及び汚泥処理の状況について、新庄浄水場を視察

した。運転管理は、自動化が図られ、活性炭処理施

設、油膜探知機等が設置され、将来的には浄水場を

一括監視、制御する計画とのことだった。

（２）北上市北上川浄水場

　水道事業の状況及び浄水場のろ過方法及び汚泥処

理の状況について説明を受ける。第４次拡張事業後

上水道の普及率は９４.５％。現在は第５次拡張計

画として、未給水区域解消に向けて事業を進めてい

る。収納形態は、収納業務一部民間委託。滞納３ヶ

月に伴う給水停止をしている。

　概要は、コンピューターによる集中管理、取水、

排水施設を県企業局と共同建設、工業用水道業務を

受託し上水を並行して運転管理。汚泥は固形物とし

て産廃埋め立て地へ売却している。

　以上の視察から、由布市も水を取り巻く環境の地

球規模での変化への対応のため、汚泥の再資源化等、

水の価値について再認識の必要性を痛感した。

　観光経済常任委員会
【どぶろく特区、地元学の地域づくり】

＜岩手県遠野市／陸前高田市＞

（日程）平成１９年８月１日〜３日

（目的）①どぶろく特区　②地元学の地域づくり

（１）岩手県遠野市　どぶろく特区

　遠野市は、米、野菜、ホップ、葉たばこ、工芸作

物、畜産が複合経営されており、又歴史や文化を生

かしたグリーンツーリズムが盛んな市。地域資源を

生かし、都市と農村の交流人口の拡大を目指してい

る。どぶろく特区認定全国第１号でもあり、平成

１５年日本のふるさと再生特区にも認定されている。

遠野市では、昔からの風習や土壌があり、今回のど

ぶろく特区申請をした。

　米は自家製、また販売にも規制がある。申請業務

が難しく表向きは民間でと言うことだが、裏方で行

政が大部分関わっており、平成１６年３月にどぶろ

くの製造がスタートした。

　マスコミ報道等により、特区認定後の観光客の増

加に伴う経済効果は、２億２千万円、宣伝効果は１

億４千３百万円くらいあったとの事だった。

「苦難こそビジネスチャンスがある。年々の観光客

減少という苦境にあった時、構造改革特別区域とい

う規制緩和措置を大いに利用し、有効活用できたこ

とが成功をおさめたのだ」と説明を受けた。

（２）陸前高田市　地元学

　同市は多くの観光資源を有している中で、伝統的

な七夕祭り、三陸サイクロードレース、全国太鼓フ

ェスティバルなどのイベントを定着させており、現

在通年型の観光に向けて取り組んでいる。

　説明をいただいた河野氏の話では、「地元学とは

自分達の住む土地や生活、人々の暮らしの中から町

を見直したときに、オンリーと言えるものをつくり

出すことが重要。良いものをつくれば、農作物でも

お祭りも一緒」とのことだった。住民一体になった

イベント、まちづくりをしていくことが地元学とし

ての行き着く先ではないかと強く感じられた。



９月18～21日の４日間にわたって、13名の議員が一般質問を行ないました。
各議員の持ち時間は、質問・答弁を含めて１時間。時間内であれば、何回でも質
問ができます。紙面の都合により、質問・答弁の主な内容のみ報告します。

激
甚
災
害
指
定
の
要
請
は

Q
竹
田
市
や
宮
崎
県
が
台
風
被

害
に
対
し
て
激
甚
指
定
を
す
る
よ

う
に
国
に
陳
情
し
て
い
る
が
由
布

市
は
国
に
働
き
か
け
を
し
た
の
か
。

A(
市
長)

８
月
20
日
に
由
布
市

と
竹
田
市
、
豊
後
大
野
市
で
大
分

県
に
対
し
て
激
甚
災
害
指
定
の
要

望
を
し
た
。
８
月
28
日
に
大
分
県

と
三
市
で
農
林
水
産
省
の
関
係
部

署
に
激
甚
指
定
の
要
望
を
し
た
。

そ
の
結
果
、
激
甚
指
定
を
受
け
た
。

使
用
協
定
の
否
定
に
抗
議

Q
１
９
９
７
年
当
事
、
福
岡
防

衛
施
設
局
か
ら
在
沖
縄
海
兵
隊
の

１
０
４
号
線
県
道
越
え
１
５
５
ミ

リ
砲
撃
訓
練
の
日
出
生
台
移
転
訓

練
に
関
し
て
、
訓
練
は
１
５
５
ミ

リ
砲
撃
訓
練
の
み
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
協
定
書
を
結
ん
だ
経
緯
が

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

昨
年
は
小
火
器
訓
練
を
一
体
の
も

の
と
し
て
理
解
し
た
り
、
﹁
訓
練

の
拡
大
で
な
い
﹂
こ
と
を
確
認
し

た
り
、
子
ど
も
だ
ま
し
に
も
使
え

な
い
よ
う
な
だ
ま
さ
れ
方
を
し
て

い
る
。
使
用
協
定
を
否
定
す
る
よ

う
な
言
動
に
は
強
く
抗
議
す
べ
き

と
考
え
る
が
市
長
は
ど
う
考
え
て

い
る
の
か
。

A(

市
長)

施
設
局
も
協
定
の
意

義
に
つ
い
て
一
定
の
理
解
を
示
し

て
お
り
、
再
締
結
に
向
け
検
討
を

し
て
い
る
も
の
と
思
う
。

借
金
が
多
す
ぎ
る
の
で
は

Q
由
布
市
の
純
借
金
比
率
は

２
０
０
％
を
超
え
て
い
る
。
通
常
は

標

準

財

政

規

模

の
50

％

か

ら

１
０
０
％
以
内
が
適
切
。
借
金
が
多

す
ぎ
る
と
思
う
が
市
長
の
認
識
は
。

A(

市
長)

由
布
市
は
市
の
平
均

２
２
７
・
８
％
を
下
回
っ
て
い
る
。

判
断
の
基
準
と
な
る
公
債
費
比
率
、

起
債
制
限
比
率
、
実
質
公
債
費
比

率
が
い
ず
れ
も
指
数
の
許
容
範
囲

だ
。
交
付
税
措
置
の
あ
る
有
利
な

起
債
は
由
布
市
の
社
会
資
本
整
備

に
欠
か
せ
な
い
の
で
、
財
政
健
全

計
画
を
勘
案
し
な
が
ら
活
用
し
て

い
く
。

選
挙
公
報
未
配
布
の

責
任
は

Q
参
議
院
選
挙
の
選
挙
公
報
が

配
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
自
治
区
が

あ
る
。
経
過
と
責
任
の
所
在
を
明

ら
か
に
し
て
ほ
し
い
。

A(

選
挙
管
理
委
員
長)

配
布
期

限
の
前
日
、
住
民
か
ら
選
挙
公
報

が
届
い
て
い
な
い
と
申
し
出
が
あ

っ
た
の
で
、
自
治
委
員
に
期
限
内

の
配
布
を
お
願
い
し
た
が
結
果
的

に
未
配
布
だ
っ
た
。

A(

総
務
課
長)

選
挙
公
報
の
配

布
責
任
は
市
長
に
あ
る
。
︵
議
会

最
終
日
に
﹁
配
布
責
任
は
選
挙
管

理
委
員
会
﹂
と
訂
正
︶

合
併
後
の
周
辺
地
域
活

性
化
対
策
事
業
の
推
進
は

Q
都
市
と
地
方
と
の
格
差
拡
大

に
よ
り
、
へ
き
地
或
い
は
へ
き
地

的
要
素
を
持
つ
地
域
で
は
、
急
速

な
高
齢
化
の
進
展
と
若
者
の
都
市

へ
の
流
失
で
全
国
的
に
は
集
落
が

消
滅
す
る
と
い
う
危
機
感
が
高
ま

っ
て
い
る
。
由
布
市
総
合
計
画
は
、

市
の
個
性
的
な
政
策
展
開
が
実
感

で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。

A(

市
長)

由
布
市
総
合
計
画
が

本
年
３
月
に
策
定
さ
れ
た
が
、
こ

れ
が
計
画
倒
れ
に
な
ら
な
い
よ
う

進
捗
、
管
理
を
し
っ
か
り
と
や
り

た
い
。
な
お
総
合
計
画
の
中
で
地

域
別
計
画
は
向
こ
う
３
ヶ
年
の
具

体
的
事
業
を
示
し
た
実
施
計
画
に

よ
り
進
め
た
い
。
特
に
３
地
域

︵
旧
３
町
︶
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自

の
過
疎
自
立
促
進
計
画
や
、
辺
地

総
合
整
備
計
画
の
中
で
事
業
内
容

を
明
示
し
つ
つ
、
各
年
度
ご
と
の

予
算
編
成
と
起
債
の
適
正
管
理
を

行
う
中
で
、
総
合
計
画
の
施
策
に

沿
っ
た
事
業
を
実
施
し
た
い
。

職
員
研
修
の
あ
り
方
は

Q
行
政
に
係
わ
る
者
は
、
高
度

な
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
求
め
ら
れ
な

が
ら
、
住
民
の
負
担
を
低
く
す
る

な
ど
の
住
民
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る

に
は
、
現
有
職
員
の
資
質
を
高
め

る
た
め
の
有
効
な
研
修
を
強
化
す

る
こ
と
が
肝
要
と
思
う
が
市
長
の

考
え
は
。

A(

市
長)

管
理
職
が
職
務
を
全

う
す
る
に
は
、
豊
富
な
知
識
と
管

理
能
力
が
必
須
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

議
員
か
ら
提
案
さ
れ
た
模
擬
議
会

方
式
は
実
践
学
習
の
場
と
し
て
期

待
が
持
て
る
の
で
、
今
後
の
ス
キ

ル
ア
ッ
プ
を
含
め
て
検
討
し
た
い
。

　

な
お
、
ま
ち
づ
く
り
や
政
策
立

案
に
つ
い
て
感
性
あ
ふ
れ
る
若
手

職
員
の
柔
軟
な
発
想
を
述
べ
る
場

づ
く
り
や
、
共
通
し
た
目
的
の
も

と
に
具
体
的
な
実
践
事
例
を
学
べ

る
視
察
研
修
を
行
う
方
向
で
検
討

し
た
い
。



監
査
機
能
に
つ
い
て　

Q
あ
る
自
治
体
で
は
、
入
札
妨

害
等
財
務
に
関
す
る
不
正
事
件
等

が
発
生
し
て
い
る
が
、
本
市
で
は

こ
れ
ま
で
の
監
査
執
行
を
踏
ま
え

て
不
十
分
な
点
や
指
摘
事
項
等
に

つ
い
て
改
善
さ
れ
て
い
る
か
。
な

お
18
年
度
決
算
書
で
は
、
一
般
会

計
他
の
滞
納
繰
越
額
が
約
８
億
百

万
円
あ
り
、
市
民
一
人
当
た
り
２

万
２
千
円
を
抱
え
て
い
る
と
言
え

る
が
、
委
員
は
こ
の
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
か
。

A(

代
表
監
査
委
員)

18
年
度
決

算
が
由
布
市
と
し
て
の
初
の
通
年

決
算
と
な
り
、
今
回
の
監
査
意
見

書
で
指
摘
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、

速
や
か
に
滞
納
処
分
等
を
含
め
改

善
計
画
を
提
出
す
る
こ
と
を
考
え

て
い
る
。
な
お
合
併
か
ら
２
年
を

経
過
し
た
が
、
昨
年
は
合
併
に
伴

う
事
務
の
調
整
な
ど
に
よ
り
、
最

少
限
の
監
査
し
か
行
え
ず
、
全
体

的
、
計
画
的
な
監
査
が
で
き
な
か

っ
た
。
今
年
度
は
﹁
行
政
監
査
﹂

の
実
施
等
幅
広
く
、
計
画
的
な
監

査
を
執
行
し
た
い
。

休
止
中
の
公
共
下
水
道

事
業
の
今
後
の
対
策
は

Q
公
共
下
水
道
の
休
止
検
討
期

間
は
今
年
９
月
が
期
限
、
ど
う
考

え
て
い
る
の
か
。
計
画
処
理
区
域

︵
３
地
区
︶
へ
の
説
明
を
ど
う
す

る
の
か
。
特
に
古
野
郷
の
老
朽
化

し
た
合
併
浄
化
槽
を
ど
う
処
理
す

る
の
か
。

A(

市
長)

再
開
か
断
念
す
る
か

は
資
料
が
整
理
で
き
次
第
、
議
会

に
報
告
し
協
議
を
行
う
。
計
画
処

理
区
域
へ
の
説
明
は
議
会
と
相
談

の
上
、
地
元
説
明
会
を
行
う
。
古

野
郷
、
藤
合
水
の
合
併
浄
化
槽
に

つ
い
て
は
、
下
水
道
事
業
の
方
向

性
が
出
た
段
階
で
対
応
、
対
策
を

地
元
と
協
議
す
る
。

県
営
下
赤
ほ
場
整
備
事

業
の
農
振
地
域
解
除
は

Q
現
状
で
の
国
、
県
、
市
の
考

え
は
。
こ
れ
に
伴
う
都
市
計
画
を

今
後
ど
う
進
め
て
い
く
の
か
。
ま

た
高
齢
化
す
る
農
業
施
策
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

A(

市
長)

基
本
原
則
は
農
業
生

産
を
行
う
べ
き
用
地
で
あ
り
農
振

農
用
地
に
指
定
さ
れ
、
一
般
的
に

は
除
外
は
困
難
で
あ
る
と
の
見
解
。

旧
町
で
は
可
能
な
範
囲
で
除
外
に

つ
い
て
努
力
す
る
と
な
っ
て
い
る
。

現
在
の
由
布
市
も
同
じ
。
地
域
の

活
性
化
策
や
企
業
誘
致
条
例
等
に

伴
う
土
地
利
用
が
、
開
発
計
画
上

に
必
要
と
な
れ
ば
除
外
が
可
能
と

認
識
し
て
お
り
、
大
分
県
の
見
解

も
同
様
の
考
え
方
だ
。
都
市
計
画

に
つ
い
て
は
、
指
定
解
除
が
実
現

す
れ
ば
整
合
を
図
り
な
が
ら
用
途

指
定
を
行
う
べ
く
検
討
す
る
。

　

高
齢
化
は
由
布
市
だ
け
で
な
く
、

全
国
的
な
社
会
問
題
で
、
由
布
市

に
お
い
て
２
つ
の
事
業
を
導
入
し
、

伝
統
農
業
や
農
村
文
化
の
継
承
と

生
産
、
販
売
す
る
喜
び
を
体
感
出

来
る
施
策
を
講
じ
る
。

河
川
の
環
境
整
備
を　

Q
﹁
自
然
と
の
共
生
﹂
を
市
と

し
て
ど
う
取
組
ん
で
い
く
の
か
。

﹁
大
分
川
﹂
を
よ
り
美
し
い
川
に

す
る
た
め
の
対
策
は
。
井
路
、
水

路
に
つ
い
て
各
地
域
の
現
状
を
把

握
し
て
い
る
か
。

A(

総
合
政
策
課
長)

総
合
計
画

の
中
で
河
川
環
境
や
水
質
、
空
間

の
保
全
が
示
さ
れ
て
い
る
。
関
係

各
課
と
検
討
し
、
市
民
や
各
種
団

体
と
の
意
見
交
換
会
も
考
え
て
い

る
。
市
内
に
土
地
改
良
区
が
６
改

良
区
あ
り
、
そ
の
維
持
管
理
を
行

っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
水
路
に

つ
い
て
は
水
路
組
合
な
ど
が
維
持

管
理
を
し
て
い
る
。
災
害
や
老
朽

化
し
た
井
路
水
路
は
今
後
市
の
財

政
状
況
を
考
慮
し
整
備
を
行
う
。

地
域
協
育
推
進
事
業
は

Q
学
校
だ
け
で
は
解
決
で
き
な

い
問
題
を
学
校
と
地
域
社
会
や
家

庭
が
協
力
し
な
が
ら
対
応
し
て
い

こ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
ど
ん
な

課
題
が
あ
り
、
解
決
に
向
け
て
具

体
的
に
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

A(

教
育
長)

地
域
が
日
常
的
な

学
校
教
育
支
援
活
動
を
行
う
こ
と

で
子
ど
も
達
の
知
・
徳
・
体
の
向

上
と
と
も
に
地
域
の
連
帯
感
を
形

成
す
る
。
校
区
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

範
域
と
し
て
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

を
置
き
、
ま
ず
調
査
研
究
に
取
り

組
み
課
題
を
明
ら
か
に
し
、
地
域

の
教
育
力
を
活
用
し
て
協
力
体
制

を
創
っ
て
い
く
。

公
民
館
事
業
の
青
少
年

健
全
育
成
市
民
会
議
と

の
関
連
は

Q
湯
布
院
町
の
市
民
会
議
は
９

支
部
で
各
種
活
動
を
通
じ
て
地
域

の
大
人
が
協
力
し
て
青
少
年
の
健

全
育
成
を
は
か
っ
て
い
る
が
、
今

年
度
は
補
助
金
が
１
／
３
に
な
り
、

庄
内
と
挾
間
に
そ
れ
ぞ
れ
１
／
３

づ
つ
分
配
さ
れ
た
。
本
来
は
予
算

を
３
倍
に
し
３
町
に
亘
っ
て
活
動

を
促
が
す
の
が
妥
当
だ
と
思
う
が
。

A(

市
長)

そ
う
思
う
が
、
当
時

は
財
政
が
厳
し
く
、
す
べ
て
に
シ

ー
リ
ン
グ
を
か
け
た
。
予
算
が
あ

れ
ば
そ
う
い
う
事
を
ど
ん
ど
ん
や

っ
て
い
け
た
ら
一
番
良
い
と
思
う
。

Q
18
年
度
決
算
で
は
教
育
予
算

で
多
く
の
不
用
額
が
み
ら
れ
る
。

き
ち
ん
と
し
た
結
果
が
見
越
せ
る

事
業
に
は
き
ち
ん
と
し
た
予
算
措

置
を
お
願
い
す
る
。︵
↓
次
頁
へ
︶

休止中の公共下水道用地（挾間町・同尻）



台
風
被
害
と
危
機
管
理
は

Q
台
風
５
号
で
は
、
か
つ
て
な

い
被
害
が
発
生
し
た
。
被
害
の
速

や
か
な
復
旧
は
勿
論
、
地
震
も
含

め
た
今
後
の
危
機
管
理
体
制
は
。

A(

市
長)

避
難
場
所
は
市
内
56

ヶ
所
確
保
、
生
活
物
資
は
１
５
０

食
備
蓄
、
他
に
企
業
、
店
舗
と
の

防
災
協
定
は
九
電
、
市
建
設
業
組

合
、
イ
オ
ン
九
州
と
締
結
し
て
い

る
。
こ
の
協
定
を
市
内
外
に
広
げ

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

Q
大
分
川
上
流
の
並
柳
地
区
の

土
手
半
壊
は
１
ヶ
月
半
た
っ
た
今

で
も
そ
の
ま
ま
だ
。
豪
雨
が
来
て

い
れ
ば
土
手
の
決
壊
で
二
次
災
害

が
予
想
さ
れ
た
。
ま
た
、
白
滝
水

路
の
復
旧
に
し
て
も
田
に
水
が
必

要
な
時
期
を
過
ぎ
て
い
た
た
め
収

穫
に
直
結
す
る
被
害
と
は
な
ら
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
災
害
復
旧
に

は
早
急
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
り
、

今
回
の
被
害
を
教
訓
と
し
、
市
民

に
不
安
を
抱
か
せ
な
い
危
機
管
理

体
制
の
確
立
を
お
願
い
す
る
。

児
童
虐
待
発
生
予
防
対
策

Q
由
布
市
の
児
童
虐
待
発
生
予

防
対
策
と
母
子
保
健
推
進
委
員
の

活
動
は
。

A(
市
長)

Ｈ
18
年
度
窓
口
に
寄

せ
ら
れ
た
相
談
は
21
件
。
さ
ら
に

育
児
な
ど
養
護
に
関
す
る
も
の
ま

で
含
め
る
と
延
べ
32
件
に
の
ぼ
る
。

市
と
し
て
早
急
に
発
足
さ
せ
予
防

対
策
の
推
進
を
行
な
う
。

　

母
子
保
健
推
進
委
員
は
挾
間
16

名
、
庄
内
17
名
、
湯
布
院
24
名
で

乳
幼
児
健
診
や
食
育
教
育
の
支
援
、

幼
稚
園
、
保
育
園
で
の
虫
歯
予
防

教
室
の
実
施
、
子
育
て
情
報
誌
の

発
行
な
ど
実
施
し
て
い
る
。

Q
厚
労
省
は
虐
待
を
受
け
死
亡

に
至
っ
た
子
ど
も
の
事
例
を
検
証

し
た
と
こ
ろ
、
死
亡
し
た
子
ど
も

の
約
４
割
が
０
才
児
で
、
そ
の
内

約
８
割
が
月
齢
４
ヶ
月
以
内
で
あ

っ
た
。
行
政
が
全
て
の
子
ど
も
に

関
わ
る
最
初
の
機
会
が
４
ヶ
月
以

内
だ
。
児
童
虐
待
は
早
期
発
見
早

期
対
応
が
必
要
不
可
欠
。
こ
の
４

ヶ
月
ま
で
の
環
境
が
成
長
過
程
の

児
童
虐
待
に
強
く
影
響
を
及
ぼ
す
。

そ
こ
で
生
後
４
ヶ
月
ま
で
の
全
戸

訪
問
事
業
﹁
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ

ん
事
業
﹂
を
実
施
し
、
講
習
を
受

け
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
々
に
参

加
し
て
も
ら
い
た
い
。

A(

市
長)

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
立

ち
上
げ
は
検
討
し
て
な
い
が
、
母

子
保
健
推
進
委
員
を
さ
ら
に
拡
充

さ
せ
る
中
で
子
育
て
支
援
対
策
を

充
実
し
た
い
。

重
度
障
が
い
者
に
対
す
る

入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

Q
由
布
市
で
は
訪
問
入
浴
サ
ー

ビ
ス
は
高
齢
者
の
介
護
保
険
適
用

の
方
し
か
実
施
出
来
な
い
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
。
在
宅
に
お
け
る

重
度
障
が
い
者
が
サ
ー
ビ
ス
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
な
制
度
を
設
置
す

る
べ
き
。
障
害
者
自
立
支
援
法
に

よ
る
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て

位
置
づ
け
て
ほ
し
い
。
市
の
財
政

事
情
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

ら
れ
た
り
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
り

と
い
う
事
は
基
本
的
に
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
思
う
が
。

A(

市
長)

訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス

は
、
実
施
す
れ
ば
生
活
の
質
の
向

上
が
図
ら
れ
介
護
者
の
負
担
軽
減

に
も
つ
な
が
る
事
は
十
分
理
解
し

て
い
る
。
利
用
者
の
見
込
や
サ
ー

ビ
ス
提
供
事
業
者
等
の
状
況
を
調

査
し
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

自
治
区
再
編
に
つ
い
て

Q
山
間
地
の
過
疎
地
域
で
は
、

住
民
の
減
少
、
後
継
者
の
不
足
、

農
地
山
林
の
荒
廃
、
地
域
行
事
の

衰
退
な
ど
集
落
機
能
維
持
が
難
し

く
、
数
年
後
に
は
集
落
が
な
く
な

る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
対
策
は
。

A(

市
長)

住
民
の
減
少
が
懸
念

さ
れ
る
自
治
区
で
は
、
隣
接
集
落

な
ど
と
の
広
域
的
な
協
力
体
制
づ

く
り
が
必
要
。
行
政
主
導
に
よ
る

自
治
区
再
編
で
な
く
、
地
域
住
民

の
意
向
を
尊
重
し
、
自
治
区
会
長

を
中
心
に
議
論
を
進
め
る
べ
き
と

考
え
る
。

一
般
質
問
に
対
す
る
市
長

答
弁
の
職
員
へ
の
伝
達
は

Q
市
長
が
議
会
で
答
弁
し
た
こ

と
を
職
員
に
伝
え
、
施
策
に
反
映

さ
せ
て
き
た
の
か
。
ま
た
、
職
員

に
伝
達
す
る
方
法
は
確
立
さ
れ
て

い
る
の
か
。

A(

市
長)

議
会
で
示
し
た
意
思

が
施
策
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
取
り

組
み
を
進
め
る
。
今
後
は
、
市
長
、

副
市
長
を
中
心
に
答
弁
を
検
証
し
、

各
課
毎
に
、
答
弁
後
の
施
策
の
進

捗
状
況
を
確
認
し
て
い
く
。

企
業
誘
致
は

Q
企
業
誘
致
は
、
雇
用
の
増
大

や
設
備
投
資
・
物
品
調
達
に
よ
る

経
済
波
及
効
果
、
若
者
定
住
促
進

な
ど
、
即
効
性
の
あ
る
経
済
振
興

策
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

誘
致
が
進
ん
で
な
い
。
専
従
担
当

者
を
配
置
し
積
極
的
に
取
り
組
む

考
え
は
な
い
の
か
。

A(

市
長)

市
内
の
企
業
立
地
可

能
な
場
所
の
把
握
や
、
情
報
が
集

中
す
る
県
と
連
携
を
と
り
企
業
誘

致
に
取
り
組
む
。
ま
た
、
具
体
的

な
立
地
に
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
て
対

応
で
き
る
よ
う
、
担
当
の
総
合
政

策
課
を
中
心
に
各
課
を
横
断
し
た

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
立
ち
上

げ
全
庁
的
に
取
り
組
む
。

行
革
の
職
員
削
減
計
画

を
問
う

Q
団
塊
の
世
代
の
退
職
や
、
権

限
委
譲
に
伴
う
業
務
の
増
加
、
組

織
機
構
の
見
直
し
の
不
十
分
な
状

況
で
、
計
画
通
り
に
職
員
を
減
ら

す
こ
と
が
果
た
し
て
市
民
サ
ー
ビ

ス
向
上
に
繋
が
る
か
心
配
さ
れ
る

が
そ
の
対
策
は
。

A(

市
長)

合
併
の
ひ
と
つ
の
目

的
で
あ
る
行
政
の
ス
リ
ム
化
の
観



点
か
ら
も
、
削
減
は
実
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
抜
本
的
な
組
織

機
構
の
再
編
に
つ
い
て
は
、
組
織

再
編
検
討
会
議
で
検
討
し
て
い
る
。

市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
に
繋
が
ら

な
い
よ
う
職
員
の
資
質
の
向
上
に

努
め
る
。

道
路
整
備
の
促
進
を

Q
道
路
は
産
業
の
大
動
脈
で
あ

り
、
す
べ
て
の
生
活
に
お
い
て
必

要
不
可
欠
な
も
の
だ
。
子
ど
も
達

の
通
学
、
又
高
齢
者
の
生
活
に
お

い
て
も
道
路
の
整
備
は
重
要
で
あ

り
、
地
域
の
振
興
上
極
め
て
重
要

視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
道

の
改
良
率
は
60
％
と
低
い
水
準
に

あ
る
。
改
良
率
を
上
げ
て
い
く
の

に
は
ど
う
対
処
し
て
い
く
の
か
。

A(

市
長)

市
道
の
改
良
率
を
上

げ
て
い
き
た
い
気
持
ち
は
あ
る
が
、

行
財
政
改
革
を
行
っ
て
い
る
中
で

大
変
厳
し
い
状
況
だ
。
道
路
構
造

物
の
見
直
し
等
を
進
め
建
設
コ
ス

ト
の
削
減
を
図
り
な
が
ら
効
率
的

な
道
路
整
備
を
進
め
て
い
く
。

Q
今
回
の
総
合
計
画
で
示
さ
れ

た
路
線
と
過
疎
計
画
の
中
で
示
さ

れ
た
路
線
に
相
違
が
あ
る
が
、
こ

の
経
緯
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

無
償
提
供
に
地
権
者
が
同
意
を
し

て
、
一
日
で
も
早
く
道
路
整
備
を

し
て
ほ
し
い
と
の
切
な
る
声
を
担

当
課
と
し
て
理
解
し
て
ほ
し
い
。

　

数
年
も
前
か
ら
要
望
し
て
い
る

道
路
維
持
が
い
ま
だ
に
で
き
て
い

な
い
現
状
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る

の
か
。
災
害
を
含
め
緊
急
性
、
重

要
性
は
ど
の
要
望
も
同
様
だ
。
旧

町
時
代
の
陳
情
、
請
願
も
数
多
く

採
択
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
順
番

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

A(

市
長)

総
合
計
画
の
中
で
過

疎
計
画
が
変
更
に
な
っ
た
５
路
線

に
つ
い
て
は
、
総
合
計
画
の
実
施

計
画
第
２
節
に
基
き
整
備
促
進
を

図
っ
て
い
く
。
旧
町
時
代
の
陳
情
、

請
願
の
順
番
だ
が
、
緊
急
性
や
重

要
性
を
考
え
な
が
ら
、
公
平
な
道

路
整
備
を
行
っ
て
い
く
。

Q
設
計
を
伴
わ
な
い
小
さ
な
工

事
は
各
振
興
局
で
受
け
持
ち
、
本

課
の
負
担
を
軽
減
し
、
よ
り
多
く

の
要
望
を
実
現
す
べ
き
と
考
え
る

が
、
見
解
は
。

A(

市
長)

各
振
興
局
に
小
さ
な

工
事
に
つ
い
て
は
や
ら
せ
て
い
く
。

道
路
は
生
活
に
と
っ
て
一
番
の
基

盤
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

人
事
考
課
制
度
と
早
期

退
職
優
遇
制
度
の
導
入
は

A(

市
長)

人
事
考
課
制
度
を
実

施
し
た
市
町
村
は
、
平
成
18
年
度

で
１
０
１
０
団
体
で
、
実
施
率
は

54
・
２
％
。
由
布
市
も
平
成
20
年

度
に
調
査
を
行
い
実
施
の
方
向
に

向
け
て
取
り
組
ん
で
行
く
。
退
職

優
遇
制
度
は
国
の
指
導
に
よ
り
適

用
は
行
っ
て
い
な
い
。

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
等

財
務
書
類
四
表
の
公
表
を

A(

市
長)

総
務
省
通
達
に
よ
り

平
成
20
年
度
決
算
の
公
表
が
21
年

度
決
算
議
会
で
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
。
財
務
諸
表
の
分
析
も
行
い

監
査
指
導
を
強
め
て
行
き
た
い
。

や
さ
し
さ
と
助
け
合
い
の

福
祉
社
会
の
創
設
と
は

A(

市
長)

川
西
交
流
セ
ン
タ
ー

を
は
じ
め
、
公
共
施
設
の
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
に
つ
い
て
は
県
や
地
元

と
協
議
を
重
ね
対
応
し
て
い
き
た

い
。
弱
者
に
つ
い
て
の
施
設
の
対

応
に
つ
い
て
も
私
自
身
の
職
責
を

し
っ
か
り
果
た
し
て
い
く
。

災
害
対
策
を
問
う

Q
台
風
災
害
の
そ

の
後
の
経
緯
と
復
旧

の
進
捗
状
況
は
。

　

川
西
橋
か
ら
川
西

交
流
セ
ン
タ
ー
ま
で

の
過
去
崩
壊
が
起
こ

っ
た
山
林
の
土
質
調

査
を
。

A(

市
長)

９
月
14

日
夕
刻
激
甚
災
の
指

定
が
決
定
。
農
地
、

水
路
、
農
道
関
係
に

つ
い
て
は
90
％
を
越

え
る
高
補
助
率
と
な

る
。
岳
本
川
上
流
に
砂
防
堰
堤
２

基
を
県
は
発
注
を
終
え
て
い
る
。

さ
ら
に
湯
の
坪
川
上
流
に
砂
防
堰

堤
１
基
と
、
上
流
の
山
林
に
治
山

堰
堤
３
基
を
新
設
し
、
既
存
の
堰

堤
破
損
に
つ
い
て
は
修
復
工
事
を

行
な
う
。
県
と
地
元
と
連
携
を
と

り
、
早
期
の
修
復
に
取
り
組
ん
で

い
く
。

　

川
西
橋
か
ら
交
流
セ
ン
タ
ー
ま

で
の
崩
壊
危
険
地
帯
に
つ
い
て
は

２
１
０
号
関
連
か
治
山
工
事
か
慎

重
に
検
討
し
、
県
、
国
土
交
通
省

と
十
分
検
討
を
重
ね
て
い
く
。

　

ま
た
、
崩
壊
し
た
場
合
の
バ
イ

パ
ス
や
通
学
路
対
策
に
つ
い
て
も

国
土
交
通
省
、
関
係
機
関
と
十
分

今
後
協
議
を
行
な
っ
て
い
く
。

台風５号により甚大な被害を受けた湯布院町の現場

請願が採択されながら、整備を待つ市道



由
布
市
総
合
計
画
の

実
施
検
証
は

Q
新
年
度
に
お
け
る
市
長
の
施

策
方
針
と
し
て
、
﹁
由
布
市
総
合

計
画
﹂
に
基
づ
い
た
市
政
運
営
を

行
っ
て
い
く
と
述
べ
た
が
、
５
点

目
の
﹁
快
適
で
効
率
的
な
く
ら
し

が
実
感
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
﹂
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
運
行
に
つ

い
て
具
体
的
に
ど
う
進
め
る
の
か
。

A(

市
長)

本
年
１
月
か
ら
11
月

末
ま
で
国
土
交
通
省
の
補
助
を
受

け
て
実
証
運
行
を
行
っ
て
き
た
。

４
月
に
は
利
用
実
績
等
も
踏
ま
え

て
ダ
イ
ヤ
改
正
を
行
っ
た
が
、
12

月
か
ら
の
本
格
運
行
に
際
し
て
は
、

若
干
の
路
線
変
更
に
と
ど
め
、
来

年
４
月
に
、
よ
り
利
用
し
や
す
い

ダ
イ
ヤ
と
な
る
よ
う
改
正
を
行
う
。

　

運
行
実
績
を
見
て
み
る
と
、
平

均
で
一
日
当
た
り
２
６
０
名
余
り
。

路
線
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
が
、
特

に
シ
ャ
ト
ル
便
の
利
用
が
湯
布
院

〜
庄
内
間
が
一
便
平
均
約
１
．
９

人
、
庄
内
〜
大
分
大
学
間
が
平
均

３
．
５
人
と
な
っ
て
い
る
。
次
回

の
改
正
で
は
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ク
シ
ー

等
に
変
更
し
て
、
運
行
時
間
等
も

早
め
に
設
定
で
き
な
い
か
検
討
し

て
い
る
。

市
道
小
野
屋
ー
原
口
線
の

こ
ぶ
し
坂
の
岸
壁
解
消
は

Q
市
長
に
は
何
度
も
お
願
い
を

し
て
き
た
﹁
庄
内
町
過
疎
地
域
自

立
促
進
計
画
﹂
路
線
だ
が
、
町
内

外
の
誰
も
が
危
険
と
認
識
し
て
い

る
。
防
災
の
面
を
考
え
て
も
大
分

県
の
力
を
借
り
る
べ
き
で
は
。

A(
市
長)
ご
指
摘
の
通
称
﹁
こ

ぶ
し
坂
﹂
は
防
災
パ
ト
ロ
ー
ル
に

お
け
る
危
険
箇
所
に
も
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
補
助
対
象
の

急
傾
斜
事
業
に
も
該
当
し
な
い
な

ど
、
対
策
に
は
多
々
困
難
な
面
も

あ
る
が
、
岸
壁
部
分
の
の
り
面
を

安
定
勾
配
に
修
正
、
或
い
は
、
の

り
面
保
護
等
を
検
討
し
た
い
。

Q
新
龍
橋
を
上
流
側
へ
と
の
架

け
替
え
の
話
は
あ
る
の
か
。

A(

産
業
建
設
部
長)

橋
自
体
が

老
朽
化
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
が
、
流
水
断
面
が
安
全
で

な
い
の
で
、
で
き
れ
ば
上
流
の
方

に
架
け
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

か
と
い
う
事
だ
が
、
具
体
的
な
計

画
そ
の
も
の
は
今
の
と
こ
ろ
ま
だ

な
い
。

由
布
市
の
都
市
計
画
は

ど
う
進
め
る
の
か

Q
現
在
の
由
布
市
に
お
い
て
は
、

市
全
体
の
都
市
計
画
を
ど
の
よ
う

に
構
想
し
て
い
る
か
。

A(
市
長)

現
在
の
ま
ち
づ
く
り

条
例
や
都
市
計
画
は
制
定
当
時
と

異
な
り
、
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
部

分
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
見
直
し

は
由
布
市
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

庄
内
地
域
は
、
現
状
で
は
都
市
計

画
は
な
い
が
、
国
道
２
１
０
号
沿

線
を
中
心
に
開
発
が
進
む
予
想
が

あ
り
、
秩
序
あ
る
開
発
誘
導
の
観

点
か
ら
、
土
地
利
用
の
あ
り
方
に

つ
い
て
何
ら
か
の
検
討
が
必
要
と

考
え
て
い
る
。

　

湯
布
院
地
域
で
は
、
以
前
か
ら

自
然
景
観
を
守
り
、
小
規
模
な
客

層
を
対
象
と
し
た
良
質
の
温
泉
地

づ
く
り
を
進
め
て
き
た
。
今
後
、

大
資
本
が
湯
布
院
に
向
け
ら
れ
開

発
案
件
が
出
て
く
れ
ば
、
こ
れ
ま

で
の
湯
布
院
地
域
の
ま
ち
づ
く
り

を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
と
危
惧
し
て
い
る
。

湯
布
院
の
ま
ち
づ
く
り
の
源
は
農

林
業
者
を
含
め
多
く
の
市
民
に
よ

っ
て
守
ら
れ
て
き
た
美
し
い
自
然

景
観
と
、
品
位
あ
る
良
質
な
温
泉

観
光
に
あ
る
。
こ
れ
を
守
っ
て
い

く
こ
と
が
湯
布
院
、
由
布
市
の
た

め
に
必
要
だ
と
強
く
思
っ
て
い
る
。

　

こ
の
た
め
景
観
条
例
や
景
観
計

画
の
策
定
と
合
わ
せ
て
、
ま
ち
づ

く
り
条
例
の
見
直
し
、
都
市
計
画

や
用
途
地
域
の
見
直
し
等
の
作
業

に
早
急
に
着
手
す
る
こ
と
が
喫
緊

の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
由
布
岳
山

腹
の
崩
壊
や
土
石
流
発
生
等
、
自

然
災
害
の
未
然
防
止
と
い
っ
た
観

点
か
ら
も
開
発
規
制
が
必
要
と
考

え
て
い
る
。

　

挾
間
地
域
で
は
、
公
共
下
水
道

事
業
が
現
在
中
断
し
て
い
る
が
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
早
期
に
方

針
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
他
に
も
20
年
以
上
未
着
手

の
都
市
計
画
街
路
に
つ
い
て
、
国

か
ら
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
受
け
、
18
・
19
年
度
で
挟
間

地
域
の
９
路
線
、
湯
布
院
地
域
の

６
路
線
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
課
題
が
山
積
す
る
中

で
、
現
在
の
建
設
課
の
体
制
で
は

対
応
し
難
い
た
め
、
現
状
に
即
し

た
事
務
推
進
体
制
の
編
成
を
考
え

て
い
る
。　

特
に
、
景
観
計
画
を

加
え
、
ま
ち
づ
く
り
条
例
の
見
直

し
や
都
市
計
画
、
用
途
地
域
等
の

一
体
的
な
見
直
作
業
に
は
、
専
門

的
な
ス
タ
ッ
フ
が
必
要
と
な
る
。

専
従
体
制
を
つ
く
り
、
出
来
る
だ

け
迅
速
に
進
め
て
い
き
た
い
。

子
育
て
支
援
対
策
を
問
う

Q
育
児
サ
ー
ク
ル
つ
ど
い
の
広

場
、
在
宅
親
子
の
情
報
交
換
の
場

と
し
て
自
由
に
遊
べ
る
子
ど
も
ル

ー
ム
等
の
設
置
検
討
は
。

A(

市
長)

地
域
の
実
情
に
応
じ

た
子
育
て
支
援
の
推
進
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
、
地
域
子
育
て
支
援

拠
点
事
業
を
新
た
に
設
置
。
さ
ら

に
市
で
は
単
独
事
業
と
し
て
、
親

子
サ
ー
ク
ル
活
動
支
援
事
業
︵
保

育
に
か
け
な
い
児
童
を
も
つ
親
子

危険な岸壁部分がむき出しの「こぶし坂｣



を
対
象
︶
を
実
施
。
今
後
は
、
次

世
代
育
成
支
援
の
基
本
理
念
に
基

づ
い
て
、
メ
ニ
ュ
ー
の
多
様
化
を

図
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Q
次
世
代
育
成
支
援
対
策
協
議

会
の
立
ち
上
げ
は
。

A(

市
長)

地
域
福
祉
計
画
及
び

社
会
福
祉
協
議
会
の
地
域
福
祉
活

動
計
画
と
の
整
合
性
を
図
り
、
10

月
を
め
ど
に
立
ち
上
げ
た
い
。

由
布
市
の
農
業
は

Q
市
全
体
の
農
業
の
動
き
と
各

地
域
の
現
状
は
。

A(

市
長)

大
原
則
と
し
て
市
全

体
で
農
業
振
興
を
進
め
て
い
く
。

湯
布
院
町
は
水
稲
、
採
草
地
、
畜

産
、
作
物
農
家
は
減
少
し
て
い
る

が
、
栽
培
面
積
、
飼
育
頭
数
は
伸

び
て
い
る
。
庄
内
町
は
水
稲
、
畜

産
、
施
設
園
芸
、
果
樹
、
挾
間
町

は
水
稲
、
施
設
園
芸
、
畜
産
、
３

主
要
作
物
に
継
ぐ
次
の
作
物
の
普

及
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
62
地

域
の
中
山
間
事
業
、
農
地
・
水
・

環
境
保
全
事
業
は
14
地
域
で
農
業

振
興
に
頑
張
っ
て
い
る
。

Q
核
家
族
、
高
齢
化
、
温
暖
化

等
、
問
題
の
あ
る
中
で
の
今
後
の

農
業
の
課
題
と
取
り
組
み
は
。

A(

市
長)

元
気
の
で
る
農
業
振

興
計
画
を
樹
立
、
即
効
性
あ
る
農

業
支
援
、
実
行
手
段
と
し
て
ブ
ラ

ン
ド
農
業
の
推
進
支
援
事
業
、
観

と
農
の
地
産
地
消
事
業
を
行
な
う
。

避
難
勧
告
・

指
示
の
発
令
は

Q
初
動
、
二
次
災
害
防
止
の
発

令
、
危
険
水
域
、
警
戒
水
域
時
の

伝
達
、
シ
ス
テ
ム
等
の
検
討
は
。

A(

市
長)

大
雨
洪
水
警
報
、
暴

風
警
報
、
土
砂
災
害
警
報
が
発
表

さ
れ
、
各
地
域
の
情
報
等
を
も
と

に
し
て
指
示
を
発
令
す
る
。
避
難

の
伝
達
は
、
防
災
無
線
、
自
治
委

員
、
消
防
団
、
市
職
員
、
警
察
、

広
報
車
に
よ
る
巡
回
広
報
、
今
後

自
主
避
難
体
制
の
啓
発
に
努
め
る
。

教
育
行
政
の
諸
問
題
は

Q
平
成
18
年
度
よ
り
実
施
さ
れ

た
教
職
員
評
価
シ
ス
テ
ム
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
推

進
さ
れ
て
い
る
の
か
。

A(

教
育
長)

全
小
中
学
校
に
お

い
て
、
校
長
、
教
頭
、
教
諭
及
び

養
護
教
諭
を
対
象
に
実
施
し
て
い

る
。
教
諭
及
び
養
護
教
諭
の
評
価

は
、
第
一
次
評
価
者
を
教
頭
、
第

二
次
評
価
者
を
校
長
が
行
な
っ
て

い
る
。
校
長
、
教
頭
の
管
理
職
の

評
価
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
評
価

者
を
教
育
委
員
会
、
学
校
教
育
課

の
参
事
、
第
二
次
評
価
者
を
私

︵
教
育
長
︶
が
行
な
っ
て
い
る
。

Q
客
観
性
、
公
平
性
を
担
保
し

た
公
正
な
評
価
を
す
る
た
め
に
、

評
価
者
の
資
質
が
問
わ
れ
る
と
思

う
が
、
評
価
を
す
る
に
あ
た
り
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
の
教
育
長
の
心
構

え
は
。

A(

教
育
長)

強
い
リ
ー
ダ
ー
シ

ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
く
べ
き
で
あ

り
、
教
育
に
対
す
る
情
熱
、
使
命

感
、
ま
た
子
ど
も
に
対
す
る
愛
情

そ
し
て
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
る
。
今
後
さ
ら
に
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
き
た
い
。

職
員
の
育
成
を

Q
財
政
が
厳
し
い
今
だ
か
ら
こ

そ
、
未
来
の
由
布
市
の
た
め
に
尽

く
す
職
員
を
育
成
し
て
い
か
な
け

れ
ば
と
考
え
る
が
、
意
欲
あ
る
職

員
を
応
援
す
る
た
め
に
研
修
特
別

枠
の
予
算
を
確
保
す
る
考
え
は
。

　

A(

市
長)

そ
の
点
に
つ
い
て

は
、
私
も
同
感
だ
。
今
後
実
施
す

る
方
向
で
予
算
を
組
む
方
向
で
考

え
る
。

由
布
市
が
目
指
す
地
域

自
治
の
在
り
方
と
は

A(

市
長)

市
民
が
市
や
議
会
と

課
題
・
意
識
を
共
有
し
、
地
域
間

の
連
携
、
協
力
の
も
と
お
互
い
に

力
を
出
し
合
う
中
で
自
分
た
ち
の

地
域
を
自
分
た
ち
の
力
で
守
り
育

て
て
行
く
事
で
あ
る
と
考
え
て
い

る
。
各
地
域
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
が

市
全
体
の
発
展
に
つ
な
が
る
。

Q
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
自
治
を
発

展
さ
せ
る
た
め
に
は
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
必
要
か
。

A(

市
長)

ま
ず
は
現
在
設
置
さ

れ
て
い
る
地
域
審
議
会
の
さ
ら
な

る
充
実
を
進
め
る
こ
と
が
重
要
だ
。

そ
し
て
、
地
域
の
皆
さ
ん
が
自
分

た
ち
の
地
域
の
事
は
自
分
た
ち
で

守
り
育
て
よ
う
と
主
体
的
に
考
え
、

結
論
を
だ
し
、
そ
れ
に
対
し
て
行

政
が
最
大
限
の
支
援
を
し
て
い
け

る
よ
う
な
形
を
作
っ
て
行
く
こ
と

が
大
事
だ
と
考
え
て
い
る
。

地
域
自
治
区
制
度
の

導
入
を

Q
そ
う
い
う
地
域
自
治
を
確
立

さ
せ
る
た
め
に
﹁
地
域
自
治
区
制

度
﹂
を
導
入
し
て
は
ど
う
か
。

A(

市
長)

究
極
的
に
は
そ
う
い

う
制
度
が
一
番
良
い
と
思
う
。
当

面
は
審
議
会
の
意
見
を
大
切
に
し

な
が
ら
、
地
域
に
自
分
た
ち
で
話

し
合
い
決
め
て
行
く
場
や
雰
囲
気

づ
く
り
を
進
め
、
将
来
的
に
は
地

域
自
治
区
制
度
に
移
行
で
き
る
様

な
形
を
作
っ
て
い
き
た
い
。

地
域
審
議
会
の

機
能
・
権
限
の
充
実
を

Q
今
の
地
域
審
議
会
は
機
能
と

権
限
の
面
で
限
界
が
あ
り
、
実
質

的
に
機
能
し
て
い
な
い
の
で
は
。

A(

市
長)

地
域
審
議
会
の
位
置

づ
け
と
権
限
に
つ
い
て
は
、
規
約

に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
今
後
は
、

私
も
地
域
の
た
め
に
い
ろ
ん
な
諮

問
を
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
は
地
域

審
議
会
に
活
躍
し
て
い
た
だ
く
こ

と
が
増
え
て
来
る
と
思
っ
て
い
る
。

Q
今
議
案
で
提
出
さ
れ
て
い
る

地
域
振
興
基
金
が
設
置
さ
れ
た
ら
、

そ
の
活
用
に
つ
い
て
は
地
域
審
議

会
で
審
議
す
る
と
規
約
に
書
か
れ

て
い
る
が
、
審
議
会
に
諮
る
の
か
。

A(

財
政
課
長)

そ
う
な
る
と
思

う
。



　

早
い
も
の
で
由
布
市
が
誕
生
し
て
２
年
経

過
い
た
し
ま
し
た
。こ
れ
ま
で
広
報
編
集
委

員
一同
、議
会
の
動
き
が
分
か
り
や
す
く
、市

民
の
皆
さ
ん
か
ら
愛
読
さ
れ
る
議
会
だ
よ
り

作
り
に
努
力
し
て
ま
い
り
、今
日
ま
で
８
刊

発
行
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

次
号
か
ら
編
集
委
員
の
交
代
が
予
定
さ

れ
て
い
ま
す
。今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。又
、議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ

ス
は
左
記
の
と
お
り
で
す
。ご
覧
に
な
っ
て
下

さ
い
。

http://

w
w
w.

city.

yufu.

oita.jp/

gikai/

gikai.htm
l

（
Ａ・Ｆ
）

　

由
布
市
議
会
広
報
編
集
特
別
委
員
会

　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

小
林
華
弥
子

　
　
　
　
　
　

副
委
員
長　

藤
柴　

厚
才

　
　
　
　
　
　

委　

員　
　

立
川　

剛
志

　
　
　
　
　
　

委　

員　
　

佐
藤　

友
信

　
　
　
　
　
　

委　

員　
　

西
郡　
　

均

　
　
　
　
　
　

委　

員　
　

渕
野
け
さ
子

　
　
　
　
　
　

委　

員　
　

田
中
真
理
子

　
　
　
　
　
　

委　

員　
　

利
光　

直
人

今回、熊本大学法学部の学生さん達が由布市議会の傍聴に来られ、感想をいただきました。
●� 初めて議会を見学させていただいて、こんなに立派な会議室で、議長席があり、ミニ国会のようだと

いうのが正直な感想です。予算の内容について細かく追求しあい、それぞれの担当課長がそれに答え、

説明し、場合によっては今後どうすべきかを議論している姿を見て、途中あいまいな答えでわかりにく

い点もあったけれど、こんな風に意見をかわしあえば、よりよい予算の使い方、よりよい住民の暮らし

に結びつくと思いました。

●� 今回初めて議会を傍聴したのですが、住民が積極的に議会を傍聴することの大切さを改めて感じまし

た。というのも、住民は議員の方々を選挙で選びますが、その議員の方々が実際どのように仕事をされ

ているか全く知らないからです。また行政がどういう政策をしようとしているのかも知る事が出来ます。

住民側の意見を反映した市政を行なっていくためにも、議会の傍聴は有効な手段だと思いました。

●� 今まで市議会議員はどんな仕事をしているのか、なかなか分からなかったので、傍聴することで少し

分かった様な気がします。

●� 実際の議会を見たのは初めてだったので、まず議場を見て興奮しました。会議室のような机にパイプ

椅子、白いボードをイメージしていましたが、実際の議場はテレビなどで見る国会のようなもので、こ

こで由布市の未来が決められているんだと改めて感じ、雰囲気に圧倒されました。

●� 議会の内容は納得できないものが多々ありました。質問に対して適切な答えが返ってこないと感じる

場面が多く、一部を除いて活気さが見えなかったように思います。

●� 真剣な答弁をされている最中に居眠りをされていたり、椅子に浅く腰掛けたり、肘をついていたりす

る態度が見受けられたのには疑問を感じました。これからも由布市のための議会を宜しく願います。

●� 今までは議会といえば国会中継のイメージしかなかったが、地方議会においては野次なども飛ばず、

懸案事項に対してしっかりと議論していくというイメージを持った。また、国会のクールビズとは違い、

ネクタイやスーツを着用されている方が多いように感じた。

●� 補正予算についての審議が興味深かったです。補正予算に組み込まれたもの、組み込まれなかったも

の、その理由や決定までの過程の説明、さらに補正予算に追加して欲しいもの、削除して欲しいものに

ついてのそれぞれの様々な主張が伺えて面白かったです。

●　議会を傍聴したが、正直、公務員のイメージが変わった。公務員というのは、もっと淡々とした仕事

ばかりかと思っていたが、ああいった激しい討論をやることもあるということは印象的だった。また質

疑をされていた議員も印象的だった。あれくらい根掘り葉掘り聞く人が議員にはもっと必要だと思った

し、そういった議員がいれば最近取りざたされているような不祥事も起きにくくなるだろうと感じた。

●　初めて生で議会を見たので、新鮮だった。あらかじめ議員の人達からの

　質問には目を通して検討しているとは思うが、議員の人を納得させるよう

　な回答を考えるのは大変だろうと思った。

●　議員さんが質問したことは市民にもわかる様になっているんでしょうか？

●　女性議員の方が３名いらっしゃいましたが、もう少し多くてもいいと感

　じていたので、少し残念に思いました。

一般質問を傍聴して…。（由布市民／挾間／男性）
●� 初めて議会を傍聴しました。住民自治基本条例が制定され、協働のまちづくりを目指す由布市では、
市民の傍聴が大事なことであると思った。

　今、何が問題で、市はどんな方向に進もうとしているのか知ることが、協働の出発点ではなかろうか。
　今回、傍聴して次の２点のことを感じた。
（１）� 議員の質問は、市民の実生活の中から具体的に問題を掘り起こし、答弁を求めないと、双方の論
点がボケてしまう。

（２）�市の答弁は、市の基本方針に立ち、必然性や有効性等を熱弁しないと、議事が深まらない。
　熱意の感じる質問と答弁によって、新市�由布市の輝く未来が拓けると思います。


